
令和5年度 SG家族健診について

家族（被扶養者）は「SG家族健診」として実施します。
※特定健診の基本項目に貧血検査を追加しています。

対象者

受診年の4月1日時点に在籍（健保に加入）している40歳～75歳の家族（被扶養者）
ただし75歳の誕生日以降は対象外となります。
受診年の翌年3月末までに対象年齢に到達する方が対象となります。
任意継続資格者も対象です。

実施期間 4月1日～9月末日

費用負担 SGホールディングスグループ健康保険組合が全額負担（個人負担はありません。）

申込方法
従業員が受診している定期健診にあわせて、会社で実施します。
2月頃に対象者あてにご案内を送りますので、同封のハガキでお申し込みください。
受診会場については「SG家族健診受診会場検索」からご確認ください。

実施要領

・年度途中に扶養認定された方は対象外となります。
・受診日において扶養認定を受けておられない場合は対象外となります。
・3月時点（あるいは案内時点）で申込みがない場合、その年度の特定健診は受け
られませんのでご注意ください。
・受診券の再発行は致しません。お手元に届きましたら、受診するまで大切に保管
してください。
・詳しい受診方法は「SG家族健診の受診方法」をご覧ください。
・SG家族健診結果は受診者とSGホールディングスグループ健康保険組合にのみ通
知されます。会社へ通知されることはありません。
・SG家族健診を受けられた方は、人間ドックの費用補助が受けられませんので、ご
注意ください。
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